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 交通安全紙芝居 第 2 弾  

 今回の交通安全紙芝居は、パソコンに取り込んだ絵本と松崎小学校の校区の写真等を交えた内容にし

てくださっていました。映像を通して確かめることで、実際に登下校中に何に気を付ければいいのかが

よく分かりました。その他にも、普段何気なく目にしている交通標識についての詳しい説明もしていた

だき、交通ルールについての意識も高まりました。子どもたちは、真剣に映像を見たり、お話を聞いた

りして、「交通ルールを守り、自動車等に気を付けて登下校しなくてはいけないな。」という気持ちを強

くしたのではないかと思います。 

 今年度も警察本部から指導者をお招きして「非行防止教室」を実施しました。子どもたちは、万引き
をしてはいけないということはよく分かっていました。しかし、万引きをしたくなくても、友だちや上
級生に誘われたり、命令されたりして仕方なくしてしまうというケースというのもあります。授業では
きちんと断ることが大変大事であると学びました。また、スマートフォンとの上手な付き合い方につい

ても学びました。特に６年生では、最近の事件について例を示しながら SNSの危険性について話をして
いただきました。友だちとのやりとりの中での言葉が名誉毀損罪や侮辱罪に当たることがあるというこ
とや、インスタ等にあげた写真から住所等を特定されてしまうことがあるということ、ネットで知り合

った人には会いに行ってはいけないこと等、いろいろな危険性について教えていただきました。ネット 

 非行防止教室（４・６年生）～万引き防止とネット社会の危険性～  

を使っての犯罪というのは年々多様化・低年齢化しており、その危険
性についてきちんと知識として知っておくべきだと講師の警察の方
はおっしゃいました。先日、警察庁・文部科学省・子ども家庭庁から
発出された「闇バイト」に加担しないための啓発資料の内容について
少し紹介します。 
「闇バイトで人生を棒に振らないために知っておくべき５つのこと」 
① 必ず捕まります。 
② 先輩、友だちからの誘いでも応じてはいけません。 

③ 銀行口座やスマホを売ってはいけません。 
④ 外国に渡航すれば、二度と戻れなくなるかもしれません。 
⑤ 今ならまだ引き返せます。 


